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※１平成18年５月29日時点の暫定基準設定品目数について、品目の分割及び統合を考慮し、現在の基準設定品目数に合わせて集計すると760になる。
なお、暫定基準の見直しの結果「ニトロフラン類」は「ニトロフラゾン」、「ニトロフラントイン」、「フラゾリドン」及び「フラルタドン」の４品
目に、「ポリオキシン」は「ポリオキシンD亜鉛塩」及び「ポリオキシン複合体」の２品目に分割し、「アルジカルブ」及び「アルドキシカルブ」は
「アルジカルブ及びアルドキシカルブ」に、「ピランテル」及び「モランテル」は「ピランテル及びモランテル」に統合した。グラフの中段及び下段
は現在の基準設定品目数に合わせた集計である。
※２ 『本基準(新規除く）』は、ポジティブリスト制度導入後の新規品目の本基準を除く。
※３ 『部会終了』には、一度部会で審議された後、再審議を予定している品目を含む。
※４ 『見直し済』は、暫定基準見直しの告示済みのもの及び暫定基準見直しの結果、不検出基準を維持したものを含む。
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令和６年度に暫定基準を見直した動物用医薬品及び飼料添加物における推定摂取量の試算結果等 別紙２

TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI

令和7年2月10日
動物用医薬品及び飼料添加物スルファキノ
キサリン

※ 暫定基準の見直し

同上 動物用医薬品スルファクロルピリダジン ※ 暫定基準の見直し

同上 動物用医薬品スルファジアジン ※ 暫定基準の見直し

同上 動物用医薬品スルファジミジン ※ 暫定基準の見直し

同上 動物用医薬品スルファジメトキシン ※ 暫定基準の見直し

同上 動物用医薬品スルファドキシン ※ 暫定基準の見直し

同上 動物用医薬品スルファメトキサゾール ※ 暫定基準の見直し

同上 動物用医薬品スルファモイルダプソン ※ 暫定基準の見直し

同上 動物用医薬品スルファモノメトキシン ※ 暫定基準の見直し

同上 動物用医薬品スルフイソゾール ※ 暫定基準の見直し

※ADIは設定されていない。食品健康影響評価にて「現行のリスク管理の範囲で使用される限りにおいて、食品健康影響は無視できる程度」と評価され、基準値を維持した。

備考改正日 品目
ADI

（mg/kg体重/日）

推定摂取量の対ADI 比（％）

EDI：推定一日摂取量

ADI：許容一日摂取量
ARfD：急性参照用量
TMDI：理論最大一日摂取量

短期推定摂取量の対ARfD比（％）の最大値
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